
サービス名称：生活支援型訪問サービス
サービス種別コード：A3（訪問型サービス（独自/定率））

種類 項目 給付率

A3 1001 生活支援型訪問サービス１割 90% 232

A3 1002 生活支援型訪問サービス２割 80% 232

A3 1201 生活支援型訪問サービス３割 70% 232

A3 1003 生活支援型訪問サービス・同一Ⅰ１割 90% 209

A3 1004 生活支援型訪問サービス・同一Ⅰ２割 80% 209

A3 1202 生活支援型訪問サービス・同一Ⅰ３割 70% 209

A3 1005 生活支援型訪問サービス・同一Ⅱ１割 90% 197

A3 1006 生活支援型訪問サービス・同一Ⅱ２割 80% 197

A3 1007 生活支援型訪問サービス・同一Ⅱ３割 70% 197

A3 1008 生活支援型訪問サービス・同一Ⅲ１割 90% 204

A3 1009 生活支援型訪問サービス・同一Ⅲ２割 80% 204

A3 1010 生活支援型訪問サービス・同一Ⅲ３割 70% 204

A3 1114 生活支援型訪問サービス高齢者虐待防止措置未実施減算1割 90% -2

A3 1115 生活支援型訪問サービス高齢者虐待防止措置未実施減算2割 80% -2

A3 1116 生活支援型訪問サービス高齢者虐待防止措置未実施減算3割 70% -2

A3 1117 生活支援型訪問サービス業務継続計画未策定減算1割 90% -2

A3 1118 生活支援型訪問サービス業務継続計画未策定減算2割 80% -2

A3 1119 生活支援型訪問サービス業務継続計画未策定減算3割 70% -2

A3 1104 生活支援型訪問サービス小規模事業所加算１割 90% 23

A3 1105 生活支援型訪問サービス小規模事業所加算２割 80% 23

A3 1203 生活支援型訪問サービス小規模事業所加算３割 70% 23

A3 1106 生活支援型訪問サービス小規模事業所加算・同一１割 90% 21

A3 1107 生活支援型訪問サービス小規模事業所加算・同一２割 80% 21

A3 1204 生活支援型訪問サービス小規模事業所加算・同一３割 70% 21

A3 1108 生活支援型訪問サービス中山間地域等提供加算１割 90% 12

A3 1109 生活支援型訪問サービス中山間地域等提供加算２割 80% 12

A3 1205 生活支援型訪問サービス中山間地域等提供加算３割 70% 12

A3 1110 生活支援型訪問中山間地域等提供加算・同一１割 90% 10

A3 1111 生活支援型訪問中山間地域等提供加算・同一２割 80% 10

A3 1206 生活支援型訪問中山間地域等提供加算・同一３割 70% 10

A3 1112 生活支援型訪問サービス初回加算１割 90% 200

A3 1113 生活支援型訪問サービス初回加算２割 80% 200

A3 1207 生活支援型訪問サービス初回加算３割 70% 200

A3 1120 生活支援型訪問サービス処遇改善加算Ⅰ１割 90% 57

A3 1121 生活支援型訪問サービス処遇改善加算Ⅰ２割 80% 57

A3 1208 生活支援型訪問サービス処遇改善加算Ⅰ３割 70% 57

A3 1122 生活支援型訪問サービス処遇改善加算Ⅱ１割 90% 52

A3 1123 生活支援型訪問サービス処遇改善加算Ⅱ２割 80% 52

A3 1209 生活支援型訪問サービス処遇改善加算Ⅱ３割 70% 52

A3 1124 生活支援型訪問サービス処遇改善加算Ⅲ１割 90% 42

A3 1125 生活支援型訪問サービス処遇改善加算Ⅲ２割 80% 42

A3 1210 生活支援型訪問サービス処遇改善加算Ⅲ３割 70% 42

A3 1126 生活支援型訪問サービス処遇改善加算Ⅳ１割 90% 34

A3 1127 生活支援型訪問サービス処遇改善加算Ⅳ２割 80% 34

A3 1128 生活支援型訪問サービス処遇改善加算Ⅳ３割 70% 34

1月につき

(1)介護職員等処遇改善相当加算(Ⅰ)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 57単位加算

(2)介護職員等処遇改善相当加算(Ⅱ)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 52単位加算

(3)介護職員等処遇改善相当加算(Ⅲ)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 42単位加算

(4)介護職員等処遇改善相当加算(Ⅳ)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 34単位加算

初回加算

生活支援
型訪問
サービス
費

事業対象者・要支援１・２
(１週につき2回まで)

               232単位

高齢者虐待防止措置未実施減算

介護職員等処遇改善相当加算

サービスコード サービス内容略称 算定項目

中山間地域等における小規模事業
所加算

中山間地域等に居住する者への
サービス提供加算

所定単位数の 1% 減算

合成
単位数

1回につき

算定
単位

1回につき

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者
20人以上にサービスを行う場合   ×90%（１０％減算）

所定単位数の 10% 加算

所定単位数の  5% 加算

200単位加算

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合   ×
85%（１５％減算）

同一の建物等に居住する利用差の割合が100分の90以上の場合
×88%（１２％減算）

所定単位数の 1% 減算


